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今後予定されている保険料の増額要因等

・令和８年度から、子ども子育て支援金の賦課・徴収が開始される。

・令和９年度から、神奈川県の納付金統一が予定されている。

・令和18年度に神奈川県の保険料統一が予定されている。

・現在、神奈川県が示す標準保険料率に均等割額が3,777円低い。

所得割率 据え置き

均等割額　 +3,600円

平等割額 据え置き

軽減割合 単身世帯 被保険者3人 （被保険者3人 月額）

７割軽減世帯 1,080円 3,240円 270円 増

５割軽減世帯 1,800円 5,400円 450円 増

２割軽減世帯 2,880円 8,640円 720円 増

軽減なし 3,600円 10,800円 900円 増

所得割率 据え置き

均等割額　 据え置き

平等割額 据え置き

軽減割合 単身世帯 被保険者3人

７割軽減世帯 0円 0円

５割軽減世帯 0円 0円

２割軽減世帯 0円 0円

軽減なし 0円 0円

案１　均等割を3,600円/年増額

13.16%

53,850円

27,510円

低所得世帯に対する軽減後の増額分（均等割増額分・年額）

低所得世帯に対する軽減後の増額分（均等割増額分・年額）

案２　据え置き

13.16%

50,250円

27,510円


